
愛知労働局                                           愛 知 県 

留留学学生生イインンタターーンンシシッッププ事事業業ののごご案案内内  
愛知県と愛知労働局（名古屋外国人雇用サービスセンター〔ハローワーク〕）では、外国人留学生の地域企業

での就職（雇用）の支援を目的に、外国人留学生を対象としたインターンシップを実施いたします。 

経済のグローバル化や海外展開を見越し、本県で学ぶ外国人留学生は、この地域と母国についての知識・経

験を有する人材として、今後の事業展開での活躍が期待できるものと思われます。 

外国人留学生の採用を計画、又は計画はないが関心をお持ちでこの事業にご参加いただける企業を募集い

たします。インターンシップを通じて、海外人材活用の検討や、雇用に向けた社内の体制づくりなどに役立ててみ

ませんか。 

 

 

○ インターンシップの実施時期は・・・ 
   平成２３年８月中旬から９月中旬までの間で、期間は原則２週間です。 

   ※ 具体的な日程は、参加される企業の予定に合わせて設定いただけます。 

○ 参加留学生は・・・ 
愛知県内の大学、大学院に在籍する、又は愛知県内に在住する外国人留学生です。 

※ 留学生は、インターンシップに先立ち、愛知県が主催する、日本ビジネス講座、ビジネス日本語講座などの

事前セミナーを受講します。 

※ 参加にあたっては、大学から推薦をいただきます。 

※ 参加には、日本語能力試験２級以上、又は、それと同程度の日本語能力を有することを条件としており、基

本的に通訳なしでインターンシップが可能です。 

○ 受入に要する費用は・・・ 
留学生への報酬は必要ありません。通勤費などについても原則として支給していただく必要はありません

（任意での通勤費等の支給は可能です。） 

また、インターンシップ期間中に留学生が負傷したり、受入企業に損害を与えた場合などに対して、主催

者側負担で保険をかけます。 

○ インターンシップの受け入れと採用との関係は・・・ 
この事業は、留学生の県内企業への就職という観点から、日本企業の職場を体験する機会を設けること

を目的としており、直接の就職をめざしたものではありません。 

したがって、企業の皆様にも、採用にこだわらず、外国人の雇用の準備段階として、体験していただけま

す。（もちろん、採用を妨げるものではありません。） 

○ 参加を希望する場合は・・・ 
留学生のインターンシップを受け入れてみたいと思われましたら、裏面の希望調査シートにご記入の上、ＦＡＸ

にてご連絡ください。資料をお送りするとともに、担当者がご説明に伺います。 

 問い合わせ先 ： 愛知県地域振興部国際課企画・調整グループ（木俣、長谷川） 

電話：052-954-6180（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）、 ＦＡＸ：052-951-2590、 Ｅメール：kokusai@pref.aichi.lg.jp 

事業の概要 



 

愛知県地域振興部国際課 企画・調整グループ 行 

（ＦＡＸ：０５２－９５１－２５９０） 

 

 希 望 調 査 シ ー ト  

 

留学生インターンシップの受入について（該当する□にチェックしてください） 

□ 受入を希望します 

□ 受入は未定ですが、関心があります 

□ このたびは受け入れませんが、資料送付を希望します 

貴社（事業所）名 
 

ご 住 所 
〒 

ご 所 属 ・ 部 署 
 

ご担当者名 
 

ご 連 絡 先 

電 話 番 号 

 
Ｆ Ａ Ｘ 番 号

 

Ｅ メ ー ル 

ア ド レ ス 

 

※ 上記の内容が記載されていれば、メールでご連絡いただいても結構です。 

 


